
石川県内の企業が行う文化活動を支援します

企業が社会貢献活動として行う
次世代育成や障害者芸術推進を目的とした
文化活動事業を対象に

募集期間

対象団体

令和8年4月1日以降随時

対象事業

次の要件を全て満たす事業を対象とします。
（１）石川県内において実施する文化活動
（２）企業等が社会貢献活動として新たに行う文化活動
（３）県内の次世代育成や障害者芸術推進（鑑賞・出演どちらも

含む）を目的とする文化事業
※当基金が別途募集している「被災者の文化鑑賞支援事業」との併用はできません

・県内に住所又は活動の本拠を有する企業等（株式会社や各種法人）
・実行委員会等、臨時的に組織された団体の場合は、
その主な構成団体（中心団体）が企業等であること

いしかわ県民文化振興基金
企業等の文化活動促進事業

〒920-8580 金沢市鞍月1-1
（石川県文化観光スポーツ部文化振興課内）
TEL：076-225-1371 FAX：076-225-1496（公財）いしかわ県民文化振興基金

【提出・お問い合わせ先】

50万円を上限に対象経費の
１/２を助成します

募集要項・
応募様式

ホームページからダウンロードできます。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/kigyou_koubo.html
※応募にあたっては必ず募集要項をご確認ください。

助成額等
助成限度額 最大50万円

※七尾市以北６市町で開催する取組は最大100万円
ただし、助成対象経費の１/２以内の額

R8.4.1

※七尾市以北６市町で開催する取組は最大100万円
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